
　 第　２　号

　  　令和３年度長野県一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　　 （歳入歳出予算の補正）

　　第１条 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ219億1,456万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1兆770億

　　　4,483万9千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　  正」による。

　　 （地方債の補正）

　　第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

令和３年度長野県一般会計補正予算（第５号）案

歳 　　　　　　　　　入
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4               

9 国 庫 支 出 金 155,278,622 21,286,487 176,565,109

1 国 庫 負 担 金 69,447,716 1,250 69,448,966

2 国 庫 補 助 金 81,586,845 21,255,853 102,842,698

3 委 託 金 4,244,061 29,384 4,273,445

12 繰 入 金 23,212,353 147,000 23,359,353

2 基 金 繰 入 金 22,623,781 147,000 22,770,781

13 繰 越 金 5,943 440,075 446,018

1 繰 越 金 5,943 440,075 446,018

15 県 債 124,739,000 41,000 124,780,000

1 県 債 124,739,000 41,000 124,780,000

歳 入 合 計 1,055,130,277 21,914,562 1,077,044,839

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

2 総 務 費 47,125,822 1,055,750 48,181,572

歳 　　　　　　　　　出



2 企 画 費 8,056,343 1,053,875 9,110,218

7 災 害 救 助 費 267,824 1,875 269,699

3 民 生 費 129,522,846 10,136 129,532,982

1 社 会 福 祉 費 91,477,259 10,136 91,487,395

4 衛 生 費 42,580,567 5,948,409 48,528,976

1 医 務 費 6,985,639 101,695 7,087,334

4 公 衆 衛 生 費 27,492,976 5,846,714 33,339,690

6 環 境 費 5,230,173 548,000 5,778,173

1 環 境 管 理 費 3,008,440 548,000 3,556,440

7 農 林 水 産 業 費 43,003,321 299,843 43,303,164

1 農 業 費 11,975,789 299,843 12,275,632

8 商 工 費 185,056,422 13,793,081 198,849,503

1 商 工 費 184,314,874 6,031,065 190,345,939

2 観 光 費 741,548 7,762,016 8,503,564

11 教 育 費 194,904,318 259,343 195,163,661
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1 教 育 総 務 費 15,349,607 186,328 15,535,935

4 特 別 支 援 学 校 費 18,431,424 57,358 18,488,782

8 保 健 体 育 費 8,051,936 15,657 8,067,593

歳 出 合 計 1,055,130,277 21,914,562 1,077,044,839



　　第２表  地方債補正

起　債　の　方　法 利 率 償 還 の 方 法

5.0％
以内

特別支援学校整備事業費 116,000 41,000 157,000

合        計 124,739,000 41,000 124,780,000

１　資　金
　　政府資金、銀行その他
２　方　法
　　普通貸借又は債券発行
　（他の地方公共団体との
  共同発行を含む。）
３　その他
　　発行価格が額面金額を
　下回るときは、それぞれ
　の発行価格差減額を埋め
　るために必要な金額をそ
　れぞれの限度額に加算し
　た金額を限度額とする。

１　政府資金については、
　その融通条件による。
２  銀行その他の資金につ
　いては、その債権者との
　協定による。

起  債  の  目  的
補　正　前　の
限  　度　  額

補　　正　　額
補　正　後　の
限  　度　  額

千円 千円 千円
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